
内
閣
総
理
大
臣

盆

内
閣
官
房
長
官

国
務
大
臣

内
閣
官
房
副
長
官

菅
国
務
大
臣

北 衛
藤
国
務
大
臣

河
野
国
務
大
臣

武
田
国
務
大
臣

村判

国
務
大
臣

事

永
野
厚

．

国
務
大
臣

国 国

虚

国
務
大
臣

鯉
郎

｜ 内 閣 ’
L

高
等
裁
判
所
長
官
に
任
命
す
る

茂
木
国
務
大
臣

萩
生
田
国
務
大
臣

両

森
国
務
大
臣

諺
小

泉

国

務

大

臣

桑

内
閣
人
第
五
一
号

起案

令
和
一
一
年
四
月
一
六
日

裁上

可奏

令
和
年
月
日

令
和
年
月
日

令
和
年
月
日
施
行

令
和
年
月
日

決
定

令
和
一

年
四
月
一
七
日



－－

1

1

／

１
１

問
貼
同
且
凸
哉
凸
寺
げ
・
‐
日
（
五
月
八
日
以
降
発
令
予
定
）

内 閣



最高裁人任第71 1号

令和2年4月15日

内閣総理大臣安倍晋 殿三

最高裁判所長官大谷直

高等裁判所長官に任命されるべき者を次のとおり指名する。

なお，本件は裁判官会議の議を経たものである。
I

なが の あつ お

永野厚郎(東京高等裁判所判事） 判事

(発令希望日 令和2年5月8日以降）



高等裁判所長官任命資格調 (令和2年5月8日以降）

補職さるべき庁 現 職 氏 名 年齢 任命資格 根拠法規

名古屋高長官 東京高判事 永野厚郎 64 判事補，検察官
在職通算10年
以上の者

裁判所法第42
条第1項第1
号，第3号

■
９

◆ ●



裁 判 所

現
住
所ｌ

出
生
地

本
籍

年〃 〃 〃 〃 〃 〃〃 〃 〃

1

1
、一

ハ
ー
ニ

一
ハ
ー

五
八

五
六
五
五 号

〃 〃 一

○
月七

一
ハ 四 四 四

一
一
一

一
一 二

四

一

一

四

〃一
一
一

一

五

一
一
一 日○
｛
ハ
一

東
京
地
方
裁
判
所
判
事
補
に
補
す
る口

判
事
補
の
職
権
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
第
一
条
の
規
定
に

よ
り
判
事
の
職
務
を
行
わ
し
む
る
者
に
指
名
す
る口

検
事
二
級
（
東
京
地
方
検
察
庁
検
事
）
に
任
命
す
る

大
阪
地
方
裁
判
所
判
事
補
に
補
す
る

司
法
修
習
生
の
修
習
終
了

口
判
事
補
に
任
命
す
る

司
法
試
験
第
二
次
試
験
合
格

京
都
大
学
法
学
部
卒
業

司
法
修
習
生
を
命
ず
る

司
法
修
習
生
の
修
習
終
了

事

出
生
の

年
月
日

氏
名

旧
氏
名

項

永裳昭
和
三
十
一
年
四
月
八
日

法｜ 〃

内
閣

最
高
裁
判
所

最
高
裁
判
所

野の〃 〃

庁

務
省 厚毫

郎お名



● ●

裁 判 所

〃

一

△

〃 〃 ﾉノ 〃 平
成

元

．〃 ﾉノ 昭
和
六
三

年

号

一
一
一

一

○

〃 〃

七
r －

ノ、

一
一
一

一
●

○
一
ハ
月

一
一

｛
ハ 九 八

〃．

四

一
一
一

一

一

一

○

一
一

○
日

外
務
事
務
官
（
経
済
協
力
局
）
に
併
任
す
る

（
期
間
は
平
成
元
年
十
月
十
日
ま
で
と
す
る
）

外
務
事
務
官
（
経
済
協
力
局
）
に
併
任
す
る

（
期
間
は
平
成
元
年
七
月
二
十
三
日
ま
で
と
す
る
）

外
務
事
務
官
（
国
際
連
合
局
）
に
併
任
す
る

国
際
金
融
局
開
発
金
融
課
課
長
補
佐
に
併
任
す
る

国
際
金
融
局
開
発
政
策
課
課
長
補
佐
の
併
任
を
解
除
す
る

（
期
間
は
平
成
元
年
六
月
十
五
日
ま
で
と
す
る
）

外
務
事
務
官
（
経
済
局
）
に
併
任
す
る

（
期
間
は
昭
和
六
十
三
年
十
二
月
十
七
日
ま
で
と
す
る
）

外
務
事
務
官
（
経
済
局
）
に
併
任
す
る

（
期
間
は
昭
和
六
十
三
年
十
月
十
一
日
ま
で
と
す
る
）

外
務
事
務
官
（
経
済
協
力
局
）
に
併
任
す
る

任
す
る

大
蔵
事
務
官
（
国
際
金
融
局
開
発
政
策
課
課
長
補
佐
）
に
併

事

項

〃

外
務
省

″
．

大
蔵
省

旬
寺

ﾉノ 〃

外
務
省

大
蔵
省

庁

名

2丁

永
野
厚
郎



裁 判 所

〃

一
ハ

〃 〃 〃

五

〃

四

〃 ﾉノ 平
成
二

年
号

四

〃 〃

四 四

ﾉノ ﾉノ

七
月

一

〃， 一
一
一 一 一

〃 ﾉノ

一

一

日

最
高
裁
判
所
事
務
総
局
総
務
局
制
度
調
査
室
長
を
命
ず
る

東
京
地
方
裁
判
所
判
事
に
補
す
る

判
事
に
任
命
す
る

東
京
地
方
裁
判
所
判
事
補
に
補
す
る

東
京
簡
易
裁
判
所
判
事
に
補
す
る

●
６

簡
易
裁
判
所
判
事
兼
判
事
補
に
任
命
す
る

福
岡
簡
易
裁
判
所
判
事
に
補
す
る

よ
り
判
事
の
職
務
を
行
わ
し
む
る
者
に
指
名
す
る

判
事
補
の
職
権
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
第
一
条
の
規
定
に

兼
ね
て
福
岡
家
庭
裁
判
所
判
事
補
に
補
す
る

○
●

福
岡
地
方
裁
判
所
判
事
補
に
補
す
る

判
事
補
兼
簡
易
裁
判
所
判
事
に
任
命
す
る

任
を
解
除
す
る

●

●

■

大
蔵
事
務
官
（
国
際
金
融
局
開
発
金
融
課
課
長
補
佐
）
の
併

（
期
間
は
平
成
二
年
三
月
三
十
一

日

ま
で
と
一

う

る

事

項

〃 最
高
裁
判
所

内

閣

最
高
裁
判
所

内
閣

最
高
裁
判
所

内

／

閣

大
蔵
省

外
務
省 庁
名

3丁

氷
野
厚
郎



〉

裁 判 所

〃

一一

｛
ハ

ﾉノ 〃 〃 〃

一

五

〃 〃

一

一
一
一

〃

一

一

平
成
八

年

号

四 九

〃 〃

四 九 八 四 九
● ●

月

九

一

七

〃 一
一
一

一
一

今

四
一

一 △ 一■ 日

法
制
審
議
会
幹
事
を
免
ず
る

法
制
審
議
会
幹
事
に
任
命
す
る

東
京
地
方
裁
判
所
判
事
に
補
す
る

ｂ
ｂ

判
事
に
任
命
す
る

裁
判
所
法
第
四
十
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
判
事
任
期
終
了

法
制
審
議
会
幹
事
に
任
命
す
る

最
高
裁
判
所
事
務
総
局
広
報
課
付
の
兼
務
を
免
ず
る

最
高
裁
判
所
事
務
総
局
総
務
局
第
一
課
長
を
免
ず
る

兼
ね
て
最
高
裁
判
所
事
務
総
局
広
報
課
付
を
命
ず
る

■
■
■

最
高
裁
判
所
事
務
総
局
総
務
局
第
一
課
長
を
命
ず
る

最
高
裁
判
所
事
務
総
局
総
務
局
第
三
課
長
の
兼
務
を
免
ず
る

最
高
裁
判
所
事
務
総
局
総
務
局
第
二
課
長
を
免
ず
る

●
。

兼
ね
て
最
高
裁
判
所
事
務
総
局
総
務
局
第
三
課
長
を
命
ず
る

最
高
裁
判
所
事
務
総
局
総
務
局
第
二
課
長
を
命
ず
る

最
高
裁
判
所
事
務
総
局
総
務
局
制
度
調
査
室
長
を
免
じ

事

項

〃

法
務
省

最
高
裁
判
所

内
閣

法
務
省

〃 〃 最
高
裁
判
所

庁

名

4丁

永
野
厚
郎



裁 判 所

″
一
一
｛
ハ

．〃 〃 ″

一
一

五

〃 ″
一
一
一
一

〃 ﾉノ

凸

九

〃

一

八

平
成
一
七

年
号

七

〃 〃

四

ﾉノ

七 四
一 一 四

月

一

八

〃 一
一
一

◆
一一一

一

一一 一 一一

｛
ハ 七

▲

一
一

一 日

簡
易
裁
判
所
判
事
に
兼
ね
て
任
命
す
る

兼
ね
て
最
高
裁
判
所
事
務
総
局
行
政
局
長
を
命
ず
る

最
高
裁
判
所
事
務
総
局
民
事
局
長
を
命
ず
る

東
京
地
方
裁
判
所
判
事
に
補
す
る

判
事
に
任
命
す
る

裁
判
所
法
第
四
十
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
判
事
任
期
終
了

法
制
審
議
会
臨
時
委
員
に
任
命
す
る

兼
ね
て
最
高
裁
判
所
事
務
総
局
行
政
局
長
を
命
ず
る

最
高
裁
判
所
事
務
総
局
民
事
局
長
を
命
ず
る

司
法
研
修
所
教
官
に
充
て
る
こ
と
を
解
く
ご

ｒ

司

法

研

修

所

教

官

に

充

て

る

部
の
事
務
を
総
括
す
る
も
の
の
指
名
を
解
く

部
の
事
務
を
総
括
す
る
も
の
に
指
名
す
る

部
の
事
務
を
総
括
す
る
も
の
に
指
名
す
る

部
の
事
務
を
総
括
す
る
も
の
に
指
名
す
る

事

項

内

閣

最
高
裁
判
所

内
閣

法
務
省

〃

Q ■

ﾉノ ﾉノ 〃、 最
高
裁
判
所

庁

名

5丁

、

氷
野
厚
郎



裁 判 所

霊|年
ﾉノ〃 〃 〃 〃〃

一
一
一
ハ

一

一

九

一

－

八 号

〃

七一 ー

〃 一
・
八一 一

前
橋
簡
易
裁
判
所
判
事
に
補
す
る

前
橋
簡
易
裁
判
所
に
お
け
る
司
法
行
政
事
務
を
掌
理
す
る
者

に
指
名
す
る

前 前前最最

橋橋橋高高
簡地地裁裁

易方方判判

裁裁裁所所

判判判事事

所所所務務

判長判総総

事を事局局

に 命に行民

補ず補政事
する す局局

る る長長
の を

兼免

務ず

を る

免

ず

る

兼
官
を
免
ず
る

東
京
高
等
裁
判
所
判
事
に
補
す
る

法
制
審
議
会
臨
時
委
員
を
免
ず
る

部
の
事
務
を
総
括
す
る
者
に
指
名
す
る

部
の
事
務
を
総
括
す
る
者
に
指
名
す
る

部
の
事
務
を
総
括
す
る
者
に
指
名
す
る

事

項

最
高
裁
判
所

内 最
高
裁
判
所

〃〃 〃 〃

庁

永
野
厚
郎

閣

名



7丁

●
◆

ﾉノ 平
成
三
○

年
号

〃

一 月

二

九 一● 日

↓ ◆

司
法
研
修
所
長
に
補
す
る

、
。
■

●
①

司
法
研
修
所
教
官
に
充
て
る

部
の
事
務
を
総
括
す
る
者
の
指
名
を
解
く

部
の
事
務
を
総
括
す
る
者
に
指
名
す
る

事

項

〃 最
高
裁
判
所

庁

名

■

裁 判 所

永
野
厚
郎


